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   令和６年４月 

           長崎県観光振興課 

        （一社）長崎県観光連盟 

 

令和６年度 長崎県「しま旅滞在促進事業」補助金交付に係る仕様書 

 

令和６年度の長崎県「しま旅滞在促進事業」補助金の交付については、長崎県「しま旅滞在

促進事業」補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほか、この仕様書及び一

般社団法人長崎県観光連盟会長（以下「会長」という。）が定めるところによる。 

 

 

１．本事業への参加条件  

（1）旅行業登録事業者（第１種旅行業、第２種旅行業、第３種旅行業、地域限定旅行業） 

（2）前年度の販売実績に応じて補助金の交付決定を行うことに同意できること。 

（3）補助金交付申請から請求までのスケジュールに沿った取組ができること。 

（4）補助金交付申請にあたり、会長の求めに応じて、各旅行会社で対象商品を取りまとめて

申請ができること。 

 

２．本事業の利用対象 

（1）補助金を適用した旅行商品は、日本国民のほか、外国人も利用可とする。ただし、利用

を制限せざるを得ない状況が生じた場合は、その限りではない。  

（2）添乗員、教育旅行における引率者、同行者(カメラマン等)については補助対象外とする。 

 

 

３．要綱について 

要綱第２条関係（交付の対象事業及び補助率（補助金額）） 

（1）補助対象となる事業は、手配旅行を除く以下のとおりとする。 

・募集型企画旅行商品（旅行会社が自社で造成する団体型(エスコートプラン)及び個人型

(フリープラン） 

・教育旅行商品（旅行会社が学校教育法で規定する学校からの依頼を受けて教育活動とし

て実施される旅行） 

なお、旅行会社が手配する体験プランを「会長が認める体験プラン等」とする。 

・受注型企画旅行商品（参加者数５名以上） 

（2）上記(1)に関わらず、以下に該当するものは補助対象外とする。 

①補助金交付申請が行われていない旅行商品 

②「体験プラン等」がオプションとなっているもの。 

③ミステリーツアー等、目的地（宿泊地）が離島商品である旨の表示がないもの。  

④販売促進費(割引額)が生じないもの。（企画開発費のみの助成は行わない。） 

⑤以下のうち 1つでも費用が発生しないもの。 
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・航空路・航路 

・宿泊費 

・対馬市、壱岐市、五島市、新上五島町、小値賀町、佐世保市宇久町もしくはこれらの

市町観光協会等が定める体験・着地型体験旅行商品または教育旅行においては会長が

認める体験プラン等 

⑥対象商品に参加した旅行者が、合理的な理由なく体験プランに参加しなかった場合。

（いわゆる「ノーショウ」の場合） 

⑦旅行取消に伴う取消料。 

⑧その他、会長が不適当と認めるもの。 

（3）要綱に定める販売促進費(割引額)の算定は以下のとおりとする。 

  ①旅行種別の算定 

・募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行商品は、別表１で算定 

・教育旅行商品は別表２で算定 

②料金区分の算定 

・別表２の大人、小人の区分は以下のとおりとする。 

 大人 小人 

航空路利用の場合 １２歳以上 ・３～１１歳 

・２歳以上で座席を使用するもの 

航路利用の場合 中学生以上 ・小学生 

・未就学児で座席を使用するもの 

・大人１名につき１名を超える未就学幼児 

③販売促進費(割引額)の算定 

・本土から離島への移動手段に加え、離島間の移動に対しても別表に基づいて販売促進費

(割引額)の対象とする。 

・往路と復路の交通機関が異なる場合も、別表の区分に応じた各々の金額の合計額を販売

促進費(割引額)とする。 

（4）要綱に定める企画開発費は、延べ宿泊客数に１，０００円を乗じた額とするが、変更す

ることがある。 

（5）事業の主旨を踏まえ、航空路、航路、旅館・ホテル、体験プラン等提供事業者などから

の仕入れに関して、不当な割引要求を行わないよう徹底すること。 

  ※過去の同様の商品と比較する場合があります。 

（6）本事業を推進する際に不明な点や、判断に迷うことがある際は、必ず事前に（一社）長

崎県観光連盟しま旅滞在促進事務局（以下、「事務局」）へ相談すること。 

 

 

 

要綱第３条関係（交付の申請） 

（1）交付申請にあたっては、募集型企画旅行商品、受注型企画旅行商品、教育旅行商品は、

年度当初を除き出発日２１日前までに、事務局へ書類を提出するものとする。 

（2）実施計画は、前年実績等を十分に考慮した計画とすること。 
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（3）交付申請に必要な書類は以下のとおりとする。 

①交付申請書（様式第１号） 

②実施計画書＜別記１＞ 

③補助金算出シート 

④要綱第２条に定める各交付条件が確認できる企画書やパンフレット等 

（4）企画書やパンフレット、ＨＰ、チラシ等の募集広告は、以下のことに留意すること。 

・本事業による助成を受けた割引商品であることを示す文言、体験プランを表記すること。

※１ なお、「青いぜ」の共通ロゴマークについては使用を補助の条件とはしないが、

補助対象外の旅行商品での使用は禁止する。 

 

 

・販売前の修正可能な時期までに、事務局に送付し確認を受けること。 

・旅行代金の表記は、割引前の販売価格（税及びサービス料を含む。以下同じ。）及び割

引後の価格とあわせて、本事業の割引額にあたる金額を表記すること。ただし、個人型

(フリープラン)については、前述の「割引前の販売価格」の表記を省略可とするが、旅

行取消に伴う取消料の取扱いについて、消費者に誤認を与えないように努めること。※
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※1本事業による助成を受けた割引商品であることを示す文言 

＜記載例１＞ 

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した「長崎のしま」の魅力を

体験していただくことを目的とした旅行商品です。 

＜記載例２＞ 

この商品は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金により助成を受けて

おります。 

 

※2旅行代金の記載例 

割引前の販売価格（税・サービス料込）○○,○○○円（～◎◎,◎◎◎円） 

本事業の割引額            △,△△△円 

割引後の販売価格          □□,□□□円（～◇◇,◇◇◇円） 

 

＜記載例：個人型(フリープラン)＞ 

この商品は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金により△,△△△円 

助成を受けております。 

割引後の販売価格 □□,□□□円（～◇◇,◇◇◇円） 

 
 

（5）天候不良や交通機関の突発的・偶発的な事項によって、補助内容に変更が生じた場合

は、実績報告により報告すること。 

 

 

 

要綱第５条関係（交付の変更申請） 

（1）以下に該当する場合は、変更申請を行うこと。 
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 ①補助事業者の変更 

  ・会社名、会社住所、代表者名の変更 

②事業内容の変更 

・新たな旅行商品の追加 

・承認された旅行商品の設定日・設定人数等の変更 

・承認された旅行商品の交通機関の変更 

・承認された旅行商品の宿泊する市町の変更 

③事業中止及び事業完了に伴う交付決定額の返納 

  ・承認された旅行商品の全てもしくは一部を中止する場合 

  ・事業完了後の交付決定額に残額がある場合 

 

 要綱第６条関係（実績報告） 

（1）各月毎に事業の成果をとりまとめ、翌月 20日までに実績報告を行うこと。 

なお、最終の提出期限は令和７年３月 10日（月）必着とする。 

（2）実績報告に必要な書類は以下のとおりとする。 

①実績報告書（様式第４号） 

②実績書＜別記３＞ 

③補助金実績シート 

④団体型旅行においては「交通機関」・「体験」・「宿泊」利用一覧 

個人型(フリープラン)旅行においては利用「交通機関」一覧表及び利用「体験」・

「宿泊」一覧表 (様式第７-１,２,３号) 

⑤旅行商品ごとのパンフレット等（原本） 

・パンフレット、ＨＰ、チラシ等のいずれかを提出すること。 

・いずれも本事業による助成を受けた割引商品であることを示す文言及び体験プランを

表記していること。 

⑥荒天等により交通機関に変更が生じた場合は、航路利用の場合、交通事業者が発行す

る欠航証明書(原本)及び実際に利用した交通機関の利用証明書（原本）を提出するこ

と。 

・航空路利用の場合、航空会社が発行する団体・個人の搭乗証明書（原本）又はご搭乗

案内（原本・ピンク）でも可とする。ただし「搭乗券」は不可。 

⑦最終行程表（写し） 

・本事業による助成を受けた割引商品であることを示す文言及び体験プランを表記して

いること。 

⑧受注型企画旅行商品の場合、旅行契約書又は旅行引受書（写し） 

・本事業による助成を受けた割引商品であることを示す文言を表記していること。 

⑨学校が発行する「学校証明」（原本）＜別記４＞ 

⑩請求書(実績報告と同時に提出) 

⑪その他会長が必要と認めるもの 
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＜実績報告時の必要書類一覧＞  

実績報告 

関係書類 

① ～⑪ 

募集型 

企画旅行 

団体型 

(エスコ-ト) 

募集型 

企画旅行 

個人型 

(フリー) 

 

教育旅行 

 

受注型 

企画旅行 

①実績報告書 ○ ○ ○ ○ 

②実績書 ○ ○ ○ ○ 

③補助金実績シート ○ ○ ○ ○ 

④「交通機関」・「体験」・「宿

泊」利用一覧 
〇 － 〇 〇 

利用「交通機関」一覧表及び利

用「体験」・「宿泊」一覧表 
－ 〇 － － 

⑤パンフレット等 ○ ○ － － 

⑥交通機関利用証明書 

及び報告書 
△ △ △ △ 

⑦最終行程表 － － ○ ○ 

⑧旅行契約書 － － ○ ○ 

⑨学校証明 － － ○ － 

⑩補助金交付請求書 〇 〇 〇 〇 

⑪その他 △ △ △ △ 

○必要  △状況に応じて提出または指示する書類   

  

４．補助金交付申請から請求までの流れについて  

 内容 時期 旅行会社  長崎県観光連盟 

１ 交付申請 

通年申請・変更可 

予算の限り先着で交

付を受け付ける 

申請書提出 → 審査 

２ 交付決定 

書類を確認後速やか

に(原則 2 回に分けて

交付決定する) 

 ← 
交付決定通知書の

送付（旅行商品認

定） 

３ 商品販売 
販売前 広告物の確認 

←→ 進捗状況の確認 
順次販売 進捗状況の報告 

４ 

※ 
実績報告 

各月毎に翌月 20 日ま

でに提出〆切（5 月

分→6月 20日〆切） 

実績報告書提出

（荒天等により変

更した場合欠航証

明・交通機関利用

証明書等を添付） 

→ 審査 

５ 請求書提出 実績報告と一緒に 請求書(原本)提出 → 審査 

６ 
補助金交付 

（振込） 

実績報告が適正と認

めた日から 30日以内 
 ← 

補助金の交付 

（振込） 

※４の実績報告書の提出は、翌月末まで待つ必要はありません。準備ができ次第、送付い
ただきますと、補助金の交付も早くなります。 
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■変更申請 

 

１ 
変更交付 

申請 

内容の変更や交付決

定額の返納がわかっ

たとき 

変更申請書提出 → 審査 

２ 
変更交付 

決定 

書類を確認後 

速やかに 
 ← 

変更交付決定通知

書の送付 

 

５．申請書等の提出方法について 

  交付申請書、変更交付申請書、実績報告書の提出にあたっては、原本若しくはカラーコピーを 

した書類の郵送に加え、メールでも可とする。 

  ただし、原本と記載している書類については、原本を郵送すること。 

 


